
 

富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱 

(趣旨) 

第1条 この告示は、消防団員の確保及び消防団活動の安定的な運営を

図るため、新たに準中型自動車免許を必要とする消防団員及びオー

トマチック限定自動車免許の解除を必要とする消防団員に対して、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に

規定するもののほか、この告示の定めるところによる。 

 (定義) 

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(1) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」

という。)第84条第3項の普通自動車免許をいう。 

(2) 準中型自動車免許 法第84条第3項の準中型自動車免許をいう。 

(3) オートマチック限定免許 法第91条の規定により運転するこ

とができる自動車等の種類をオートマチック車に限定された運転

免許をいう。 

(補助金の交付対象) 

第3条 補助金の交付の対象となる者は、富士川町消防団の組織等に関

する規則(平成22年富士川町規則第125号)の規定による消防団員で

あって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 普通自動車免許を所持している者であって、準中型自動車免許を

必要とするもの 

(2) オートマチック限定免許を所持している者であって、法第91条の

規定による運転することができる自動車等の種類の限定の解除

を必要とするもの 

(補助金の額) 

第4条 補助金の額は、準中型自動車免許の取得又はオートマチック限

定免許の解除(以下「取得等」という。)の講習及び試験に要する費

用(補講、再試験等の追加の費用を除く。)とする。この場合におい

て、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て



 

るものとする。 

(補助金の交付申請) 

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、運転免許証を提示の上、

富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様

式第1号)を町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付決定) 

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内

容を審査し、適当と認めたときは、富士川町消防団員準中型自動車

免許等取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者

に通知するものとする。 

(補助金の交付請求) 

第7条 前条の交付決定を受けた者は、富士川町消防団員準中型自動車

免許等取得費補助金交付請求書(様式第3号)に取得等に要した費用

の領収書及び取得等の後に更新した運転免許証の写しを添付し、町

長に請求するものとする。 

(補助金の交付) 

第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金

の額を決定し、当該請求者に補助金を交付するものとする。 

(補助金の返還) 

第9条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の

交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることが

できる。 

(その他) 

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 



 

様式第1号(第5条関係) 

年  月  日 

 

 富士川町長 

 

申請者  

住  所 富士川町 

氏  名         ㊞ 

電話番号 

所属分団 第   分団 

 

富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書 

 

富士川町消防団員準中型自動車等免許取得費補助金交付要綱第5条

の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

1 申請する免許の区分   

 

準中型自動車免許取得 ・ オートマチック限定解除 

 

※いずれかを○で囲む。 

 

2 添付書類         

(1) 現行の運転免許証の写し 

(2) 取得費用の見積書 

 



 

様式第2号(第6条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

富士川町長         印  

 

富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった富士川町消防団員

準中型自動車免許等の取得に対し、富士川町消防団員準中型自動車免

許等取得費補助金交付要綱第6条の規定により、次のとおり補助金の交

付を決定したので通知します。 

 

 

補助金額    金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第3号(第7条関係) 

年  月  日 

 

 富士川町長 

 

申請者 住 所 富士川町 

    氏 名         ㊞ 

 

富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付請求書 

 

年  月  日付け、  第  号で決定通知のあった富

士川町消防団員準中型自動車等免許取得が完了したので、富士川町消

防団員準中型自動車等免許取得費補助金交付要綱第7条の規定により、

次のとおり請求します。 

 

 

請求金額    金         円 

 

次の口座に振り込み願います。 

 

振込先金融機関名 
銀行・信金 

信組・農協 
支店 

口 座 番 号 普通・当座 No. 

口 座 名 義 人 

( フ  リ  ガ  ナ ) 

  

※取得後の免許証の写しと領収書の写しを添付 


